
京都橘学園は、文部科学大臣より寄付金控除の対象となる証明を受けています。
寄付金控除には、（1）税額控除制度、（2）所得控除制度の2種類があり、確定申告の際には、寄付者ご自身において 
どちらか一方の制度をご選択ください。

控除額早見表

個 人 の 方

（円）

所得税率に関係なく税額から寄付金額の一定割合が控除できるため、寄付金額の多寡にかかわらず減税効果が大きく
なる特徴があります。

（1） 税額控除

（年間の寄付金合計額※1－2,000円）×40％ ⇒ 税額控除額※2

※1 寄付金が総所得金額等の40％に相当する金額を超える場合には、40％に相当する額が対象額になります
※2 控除対象額は所得税額の25％が限度になります
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5,000,000
税額控除の減税額 3,200 19,200 39,200 119,200 143,125 143,125 143,125
所得控除の減税額 1,600 9,600 19,600 59,600 99,600 199,600 399,600

6,000,000
税額控除の減税額 3,200 19,200 39,200 119,200 193,125 193,125 193,125
所得控除の減税額 1,600 9,600 19,600 59,600 99,600 199,600 479,600

7,000,000
税額控除の減税額 3,200 19,200 39,200 119,200 199,200 243,500 243,500
所得控除の減税額 1,840 11,040 22,540 68,540 114,540 229,540 643,540

8,000,000
税額控除の減税額 3,200 19,200 39,200 119,200 199,200 301,000 301,000
所得控除の減税額 1,840 11,040 22,540 68,540 114,540 229,540 689,540

9,000,000
税額控除の減税額 3,200 19,200 39,200 119,200 199,200 358,500 358,500
所得控除の減税額 1,840 11,040 22,540 68,540 114,540 229,540 689,540

10,000,000
税額控除の減税額 3,200 19,200 39,200 119,200 199,200 399,200 441,000
所得控除の減税額 2,640 15,840 32,340 98,340 164,340 329,340 989,340

15,000,000
税額控除の減税額 3,200 19,200 39,200 119,200 199,200 399,200 853,500
所得控除の減税額 2,640 15,840 32,340 98,340 164,340 329,340 989,340

20,000,000
税額控除の減税額 3,200 19,200 39,200 119,200 199,200 399,200 1,199,200
所得控除の減税額 3,200 19,200 39,200 119,200 199,200 399,200 1,199,200

25,000,000
税額控除の減税額 3,200 19,200 39,200 119,200 199,200 399,200 1,199,200
所得控除の減税額 3,200 19,200 39,200 119,200 199,200 399,200 1,199,200

30,000,000
税額控除の減税額 3,200 19,200 39,200 119,200 199,200 399,200 1,199,200
所得控除の減税額 3,200 19,200 39,200 119,200 199,200 399,200 1,199,200

個人の寄付者に対する税制上の優遇措置

寄付者の所得に応じた税率を寄付金額に乗じて、控除額を決定します。
所得金額に対して寄付金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなる場合があります。

（2） 所得控除

（年間の寄付金合計額※1－2,000円） ⇒ 所得控除額
※1 寄付金が総所得金額等の40％に相当する金額を超える場合には、40％に相当する額が対象額になります
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